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県立学校における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための 

休業措置等について（通知） 

 

各校におかれては、日頃から学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止に取り組まれていることに感謝申し上げます。 

さて、標記については、令和３年１２月２１日付け青教ス第１０３０号において通知

しているところですが、本県において感染拡大の状況が続き、新型コロナウイルス感染

症に係る検査体制等が見直されていることから、県立学校における感染拡大防止を徹

底するため、令和４年２月１５日（火）～２月２８日（月）までの間、下記により休業

等の措置を講じていくこととしました。 

ついては、貴校の児童生徒、保護者及び教職員に周知するとともに、適切に対応くだ

さるようお願いします。 

 なお、本通知の対応については、今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況等に応

じて変更する場合があることを申し添えます。 

 

 

記 

 

１ 体調不良者への対応（児童生徒） 

（１）体調不良者がいる場合 

体調不良者は登校を控え（出席停止）、症状がなくなってから４８時間以上経過

した後、登校を可能とする。 

（２）体調不良者が同一学級に複数（在籍数の概ね２０～２５％程度）いる場合 

   当該学級は３日間（土日、休日を含む。）の臨時休業とする。 

（３）臨時休業の措置を講じている学級が複数ある場合 

   学年又は全校の臨時休業について、学校における感染状況等を踏まえ判断する。 

 

 

２ 陽性（保健所が陽性とみなした場合を含む。）が判明した場合の対応（児童生徒） 

（１）陽性判明者が感染可能期間に登校している場合 

  ① 当該学級は、陽性判明者の最終登校日の翌日から５日間（土日、休日を含む。） 

の臨時休業とする。 

② 当該学級において、陽性判明者の接触者（以下に掲げる「接触者」参照）以外

は体調に異常がなければ６日目からの登校を可能とする。 



（２）陽性判明者と接触があったと考えられる者 

陽性判明者と感染可能期間に接触があったと考えられる接触者は、陽性判明者

との最終接触日の翌日から７日間の出席停止とし、症状がなければ８日目からの

登校を可能とする。 

（３）その他、保健所から指示がある場合は、その指示に従うこと。 

 

「接触者」 

・マスクを着用していても１５分以上手の届く距離で会話をした者 

・会話を伴って一緒に食事をした者 

・マスクを着用していても呼気が荒くなるような運動を共にした者 

・その他、仲の良い友人等、普段から比較的近い距離で接している者 

 

３ 教職員について 

  教職員の在宅勤務又は出勤困難休暇等については、上記１及び２に準じ取り扱う

こととする。 

 

４ その他留意事項 

新型コロナウイルス感染症に係る学校の一部又は全部の臨時休業の措置について

は、学校における感染状況等に基づき、県健康福祉部、保健所等の見解を踏まえ、県

教育委員会が判断しますので、各校においては、体調不良者等の状況について速やか

に御連絡願います。 
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